
第３９号議案  

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

令和６年５月１０日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

提案理由 

水道法施行規則の改正に伴い、蒲郡市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について専決処分したので、承認を求めるため提案する。 



専 決 処 分 書 

 

蒲郡市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、別紙のとおり専決処

分する。 

 

令和６年３月２９日 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

理 由 

 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令（令和６年厚生労働省令第６５号）が

令和６年４月１日から施行されることに伴い、蒲郡市水道事業布設工事監督者の配

置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部を改正す

る必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分する。 

 



蒲郡市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

蒲郡市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準を定める条例（平成２４年蒲郡市条例第３４号）の一部を次のように改正

する。 

第４条第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


